
•  地域特性に応じた産業復興
•  事業承継　など

地域

•  エネルギー
•  運輸・交通
•  都市開発　などインフラ

•  新技術
•  事業再構築
•  海外展開　など産業

Point

政府からの財政投融資等に加え、内外の機関投資
家や金融機関等から資金調達（債券発行及び借
入）。アセットマネジメント業務については機関投資
家から運用受託。

　DBJグループは、2008年の株式会社化以降、お客様や社会の課題を解決すべく、「投融資一体」のビジネスモデルを「グループ一体」で追求してきました。
法定業務である「特定投資業務」や「危機対応業務」も実施しています。

資金調達

財政投融資・ 
産業投資 

借入

地域金融機関等

債券・ 
運用受託

機関投資家等

政府

ビジネスモデル

投融資・ 

ナレッジ
グループ

危
機
対

応業
務 特定投資

業
務

アセッ
トマ

ネジ
メ
ン
トア

ド
バイザリー・

ナレッジ

投融資等業務

Point 1 投融資業務を軸にアセットマネジメント業務やアドバイザリー・コンサルティング業務を展開。 
法定業務である「特定投資業務 （  P.22）」や「危機対応業務（  P.24）」も実施。

Point 2 インフラ、産業、地域が特に重要な業務領域。お客様やプロジェクトのニーズ等を踏まえた 

ファイナンスをオーダーメイドで提供。（  P.21）

Point 3 DBJグループからの直接的な投融資に加え、地域金融機関等との共同ファンドの組成や、 
プライベートエクイティファンド及びベンチャーファンド等へのファンド投資も実施。

Point 4 アセットマネジメント業務は、オルタナティブ投資（不動産・プライベートエクイティ及びインフラの
3分野）が専門。

融

資
投資
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負債

シニアローン

劣後ローン・ 

劣後債

資本

優先株式

普通株式

　DBJグループは、これまで、プロジェクトファイナンスやPFI・PPP、事業再生ファイナンス等、新たな金融手法の開発・普及を実現してきました。2008年の株
式会社化以降は、「投融資一体」のビジネスモデルのもと、多様な金融分野で、オーダーメイドのファイナンスを組成し、幅広いリスク対応能力を発揮しています。

Point 1
お客様やプロジェクトの事業や資産、キャッ
シュフロー等を踏まえ、多種多様な金融手法
を提供。

Point 2
シニアローンから、メザニンファイナンス、 
エクイティに至るまでの、柔軟で幅広いリス
ク対応能力（お客様やプロジェクトのニーズ
等を踏まえた、適切なリスクテイク）。

ビジネスモデル

オーダーメイドのファイナンスを組成し、 
適切なリスクテイク力を発揮することを通じて 

お客様やプロジェクトに貢献

メ
ザ
ニ
ン
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

資産（事業）

企業・事業

コーポレートファイナンス
買収ファイナンス
再生ファイナンス 

ベンチャーファイナンス
サステナブルファイナンス　など

エネルギー・ 

公共インフラなど
プロジェクトファイナンス

PFI・PPP

不動産・ 

物流施設など
アセットファイナンス

航空機・ 

船舶など
航空機ファイナンス
船舶ファイナンス
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期中管理・Exit

ビジネスモデル

　政府の「成長資金の供給
促進に関する検討会」等に
おいて、当面はDBJ等を活
用して民間資金の呼び水とし、
新たな資金供給の担い手・
市場・投資家を育成し、民間
主導の資金循環創出につな
げることが期待されています。

特定投資業務のスキーム

特定投資業務の期限延長

対象となる企業の取組
•  経営資源を有効活用する取組
•  経営の革新を行う取組
　–新事業開拓
　–異業種間連携　等

達成すべき政策目的
•  地域経済の自立的発展
•  日本・企業の競争力強化
•  成長資金市場の発展

特定投資業務
特別勘定で出資金管理

国 
（産投出資）

DBJ

自己勘定

特定投資業務 
モニタリング・ボード

出資 融資等

評価・検証

繰入れ

資本性資金等 

（優先株式・劣後ローン等）

その他金融機関等
（メガバンク、地銀、 
民間ファンド等）

民業の補完・奨励 
（呼び水効果等）

成
長
を
支
え
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
等
の
充
実

  DBJ独自のリスクマネー供給の取組
　特定投資業務とは、民間による成長資金の供給の促進を図るため、国からの一部
出資（産投出資）を活用し、企業の競争力強化や地域活性化の観点から、成長資金の
供給を時限的・集中的に実施することを企図して2015年6月に設けられたものです。

地域経済の活性化または我が国企業の競争力強化、及び民間による自立的な成長資
金の供給促進に資する事業を目的とし、経営資源を有効活用し、経営の革新（新事業
開拓、異分野連携等）を伴い、生産性・収益性の向上を目指す事業に対して、リスク 

マネーを供給しています。

様々なリスクを適切に評価して対応する能力を鍛え上げ、融資からメザニン・投資まで、お客様のニーズに応じたリスクマネーを供給します。

特定投資業務

　2025年5月に公布・施行された「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律」（令和7年法律第36号）に基づき、特定投資業務について、投資案件の大型化、回収期間の長期化
が見込まれる予見可能性が困難な分野（GX、ディープテック等）への対応、また地域への更なる浸透に向けた地域金融機関・自治体との連携や情報発信等の強化の必要性から、以下の通り
改正されました。
（1）投資決定期限及び政府による出資期限を2026年3月31日から2031年3月31日まで延長
（2）業務完了期限を2031年3月31日から2041年3月31日まで延長

2015.6
業務開始

2020.5 業務延長

2025.5 業務延長

2020年度末2015年度 2025年度末 2030年度末

投資決定期限

2040年度末

業務完了期限

投資期間 期中管理・Exit

投資期間 期中管理・Exit

投資期間

投資決定期限 5年延長 業務完了期限 10年延長

GXやディープテック等への対応、地域への更なる浸透
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ビジネスモデル

  特定投資業務の全体像 
　特に重点的な支援対象を明確化すべく、以下の3つの重点分野を設置しています。

DBJスタートアップ・イノベーションファンド
　「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」（2022年10月28日閣議決
定）等を踏まえ、スタートアップの創出・育成への取組の加速を明確化すべく、2021

年3月に設置した「DBJイノベーション・ライフサイエンスファンド」を2022年11月に改
称し、スタートアップの創出・育成や、オープンイノベーションの推進に努めています。

グリーン投資促進ファンド
　「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」（2020年12月8

日閣議決定）等を踏まえ、再生可能エネルギー事業をはじめとする、資源や環境の
持続可能性を考慮した事業等を支援すべく、2021年2月に設置しました。

サプライチェーン強靱化・インフラ高度化ファンド
　「デフレ完全脱却のための総合経済対策」（2023年11月2日閣議決定）等を踏
まえ、サプライチェーンの強靱化、国土強靱化に向けた取組等を後押しすべく、
2024年2月に設置しました。

特定投資業務

DBJスタートアップ・ 
イノベーションファンド

スタートアップの創出・ 
育成や、我が国産業の 
イノベーション推進に 
向けた取組支援

サプライチェーン強靱化・ 
インフラ高度化ファンド

重要物資の 
供給力強化や 

インフラの強靱化・ 
高度化の推進に 
向けた取組支援

グリーン投資 
促進ファンド

2050年の 
カーボンニュートラル 
実現に向けた 

再生可能エネルギー 
投資等の取組支援

地域活性化や企業の競争力強化に資する企業の 
新事業開拓や異分野連携等の取組支援

  特定投資業務にかかる実績
•  2015年6月の業務開始以来、2025年3月末時点で258件／1兆3,773億円の投融
資を決定、この間誘発された民間投融資額は7兆9,980億円

•  特定投資業務にかかる2024年度の純利益は159億円、業務開始以来の累計では
712億円の黒字

テーマ別の累計決定実績（2025年3月末）

属性 ファンド数 決定件数* 決定金額*

銀行系 25ファンド 64件 256億円

その他 48ファンド 645件 623億円

合計 73ファンド 709件 879億円

*  当行が特定投資業務として投融資決定を行った件数及び 

金額

※  新型コロナリバイバル成長基盤強化ファンド：2020年5月～2024年6月（15件・2,516億円）

2020/3～

Exit実績 累計52件／元高2,189億円
国庫納付 累計1,529億円
Exit案件全件を対象とした政策評価*を実施。Exit案件52件のうち36件が 

概ね想定通りの政策効果を発現との評価がなされている。

スタートアップ・イノベーションファンド   75件・703億円

2021/2～ GX（グリーン投資促進ファンド）   19件・1,066億円

2024/2～ サプライチェーン強靭化・インフラ高度化ファンド   9件・1,205億円

地域活性化
70件
（1,836億円）

共同ファンド
73件
（879億円）

競争力強化
115件
（11,056億円）

Exitの実績等（2025年3月末）

* 特定投資業務の政策目的（①競争力強化、②地域活性化、③成長資金に係る市場発展）にかかる定量的な評価·検証を実施

共同ファンド実績

※  特定投資案件事例は下記ページをご参照ください。 
（  P.40、P.42、P.48、P.49、P.50、P.51、P.56）
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ビジネスモデル

  指定金融機関としての取組
　危機対応業務とは、株式会社日本政策金融公庫法（平成19年法律第57号。 
その後の改正を含む。）に基づき、内外の金融秩序の混乱、大規模災害等の危機
発生時において、日本政策金融公庫（日本公庫）からツーステップ・ローンなどの
リスク補完等を受け、政府が指定する金融機関（指定金融機関）が、危機の被害に
対処するために必要な資金を供給する業務です。

　2020年3月には、「新型コロナウイルス感染症に関する事案」が危機認定され
（  P.25）、指定金融機関として、民間金融機関との連携・協働のもと、迅速かつ
適確な危機対応業務を実施しました。

指定金融機関

DBJ

• 危機対応業務規程（大臣認可）に基づき業務を実施
•  案件の担当部店と危機対応業務の制度担当部にて要件適合性を全件ダブ
ルチェックのうえ、業務を実施

お
客
様

民
間
金
融
機
関

民
間
金
融
機
関

民
間
金
融
機
関

商
工
組
合
中
央
金
庫

DBJに対し、責務規定の新設等により、 
当分の間、危機対応業務を義務づけ

• 財務基盤確保のための政府出資規定の延長等
•  危機対応準備金勘定の新設・定款記載義務・政府による3分の1超の株式保有 
義務等

日本政策金融公庫 
【危機対応円滑化業務勘定】

•  ｢危機対応円滑化業務実施方針」  
（大臣認可）の策定・公表

•  指定金融機関と「協定書」（大臣認可）
を締結のうえ、リスク補完等を実施

• 出資
• 資金の貸付け
• 補給金交付

指定 資金の供給等

危機対応業務のスキーム

政
府 • ツーステップ・ローン　• 損害担保　• 利子補給

指定金融機関として、民間金融機関との連携・協働のもと、迅速かつ適確なリスクマネー供給に取り組んでいます。

危機対応業務
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震災等危機対応業務

ビジネスモデル

新型 
コロナウイルス 
感染症

1  平成23年（2011年）東日本大震災
　東日本大震災に対処すべく取りまとめられた
2011年度補正予算において、日本政策金融公庫に
対し危機対応業務の中堅・大企業向けとして2.5兆
円が措置され、DBJは直接・間接の被害を受けた皆
様の取組を積極的にサポートしました。
　また、被災地域の金融機関と共同で東日本大震
災復興ファンドをそれぞれ組成し、投融資に取り組ん
できました。2014年12月には、震災復興のステージ
が、生産設備の回復等といった復旧段階から、生産
を再開した企業の販路開拓や、複数企業の協働によ
る産業競争力強化、インフラ整備・機能強化等の復
興・成長段階へと移行しつつあることに対応して、地
域経済活性化支援機構（REVIC）と連携した復興・
成長支援ファンドを設立しました。 

　2018年度には、復興需要の落ち着きが見られる
なかで、被災地域の持続的経済発展を支えるべく、
中長期の資本性資金等のリスクマネー供給を目的と
して、新たなファンドを設立しました。

2  平成28年（2016年）熊本地震
　DBJは、平成28年熊本地震に対処するため、復興支
援に有益な知見・金融ノウハウの提供を目的とした 

「熊本地震復興支援室」を九州支店内に設置しました。 

2016年7月に被災地域の金融機関である肥後銀行及
び鹿児島銀行と共同で「くまもと復興応援ファンド」を
組成しました。本ファンドは、被災した皆様に対して、シ
ニアローン（期限一括返済型、無担保・無保証）や劣後
ローン等を活用したリスクマネーを提供しました。
　あわせて、部店横断的な体制で、復旧・復興に関
する有益な情報等の提供や、関係する自治体、国の
機関・経済団体、地域金融機関等と連携した調査・
企画業務を実施しました。

3  新型コロナウイルス感染症
　2020年1月末に相談窓口を開設し、2020年2

月以降独自の「地域緊急対策プログラム」にて対応
してきました。2020年3月に「新型コロナウイルス
感染症に関する事案」が政府により危機認定され
たことを受け、指定金融機関として、民間金融機関
等との連携・協働のもと、危機対応業務に注力しま
した。
　多くの雇用の担い手である飲食・宿泊等をはじめ
とする事業者を取り巻く経営環境が一段と厳しさを
増すなか、2021年3月に政府より、かかる事業者に
対する支援強化の要請を受け、代表取締役社長を
本部長とする「コロナ対策本部」の統括下に、「危機
対応業務特別対応室」を設置するとともに、同対応
室内に「飲食・宿泊専門チーム」を立ち上げ、特に飲
食・宿泊等の事業者に対する審査期間の一層の迅
速化を図りました。
　また、2021年3月29日以降には、時限的・集中
的な措置として中堅企業及び飲食・宿泊等の大企
業を対象とする資本性劣後ローンの金利負担の軽
減や、飲食・宿泊等の中堅・大企業を対象とする優
先株式の引受ファンド（DBJ飲食・宿泊支援ファン
ド投資事業有限責任組合）の設立等、様々な施策
を講じました。

2008/10 2008/12 2011/3 1 2016/4 2 2020/3 3

金融危機対応業務
（2011年3月末）

指定金融機関として 
危機対応業務を開始

危機対応業務にかかる 
政府による増資額累計

危機対応融資額 新型コロナウイルス感染症に 
かかる危機対応融資額累計

危機対応業務の実績（2025年3月末時点）

2兆5,210億円 （524件）2,065億29百万円
融資額累計 

8兆7,405億円（1,684件）

CP購入額累計

3,610億円 （68件）
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